
 

 

 

大学等で基礎資格と単位を修得し、教員免許状を取得する場合の申請書類説明書 

（個人申請用） 

（教育職員免許法別表第１、２イ、２の２の規定による申請） 

 

１ 申請にあたっての基礎資格 

申請免許状の種類 基礎資格の内容 

専修免許状 修士の学位を有すること 

１種免許状 学士の学位を有すること 

２種免許状 準学士の称号又は短期大学士の学位を有すること 

 

２ 申請の提出先 

 ＜送付先＞ 〒640-8585 和歌山市小松原通１－１ 

和歌山県教育庁教育総務局教職員課企画調整班 

         電話番号：０７３－４４１－３６５０ 

 

３ 提出書類 

申請書類 留意事項 

教育職員免許状授与願 

（別記第 4 号様式） 

和歌山県教育委員会ＨＰ「普通免許状申請」画面から「取得したい免

許状種別」を選択の上、「大学卒業又は修了により、普通免許状を申

請する場合」より申請書類を印刷の上、作成 

誓約書（別記第 5 号様式） 上記に同じ 

履歴書（別記第 6 号様式） 上記に同じ 

失効している教員免許状原本 免許管理者への返納若しくは、紛失している場合は、公的本人確認書

類の写し（※１）及び下記の書類を提出してください。 

【返納済】：教育職員免許状返納済届（※２） 

【紛 失】：教育職員免許状紛失届 （※２） 

戸籍抄本 

（従前戸籍が確認できるもの） 

失効している免許状に記載されている氏名・本籍地から変更がある場

合に必要 

手数料 

（和歌山県収入証紙） 

申請する免許状１種類につき 3,300 円の和歌山県収入証紙が必要 

免許状返信用封筒・切手 ●封筒 ⇒ 角形２号 

●切手 ⇒ 申請する免許状が１～４種類 ＝ 530 円分 

    ⇒ 申請する免許状が５種類以上 ＝ 620 円分 

※１ 公的本人確認書類の写しは顔写真付きの本人確認書類（「運転免許証」「パスポート」「マイナンバーカード 

（マイナンバー記載のない表面のみ）」等）のうちいずれか１点若しくは、顔写真のない本人確認書類（ 

「健康保険証」、「国民年金手帳」等）のうちいずれか２点を提出してください。 

 ※２ 教育職員免許状返納済届・紛失届の様式は下記よりダウンロードしてください。 

 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500300/classification.html 

 ※３ 上記申請書類の審査につき、追加書類の提出をお願いする場合がございますので、予め御承知おき願いま 

    す。 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500300/classification.html

